
●
固
定
資
産
の
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

土
地
の
現
況
や
道
路
の
状
況
な
ど
を
調

査
し
ま
す
。
調
査
員
は
身
分
証
を
携
帯
し
、

調
査
は
基
本
的
に
道
路
上
か
ら
行
い
ま
す
。

●
住
宅
用
地
な
ど
の
申
告
を

　

▼
住
宅
用
地
の
申
告　

対
象
＝
家
屋

の
新
築
、
解
体
な
ど
で
用
途
の
変
更
が

あ
っ
た
人　

▼
現
有
者
申
告　

対
象
＝
土

地
や
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く
な
り
、
そ
れ

ら
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
相
続
登

記
を
し
て
い
な
い
人　

▼
家
屋
滅
失
申
告

対
象
＝
災
害
な
ど
で
家
屋
の
一
部
ま
た
は

全
部
を
取
り
壊
し
た
人　

▼
不
動
産
取
得

税
の
軽
減
（
お
尋
ね
�
県
税
事
務
所
�
�

4
2
1
1
）
＝
条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
土

地
、
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
の
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。　

●
佐
世
保
駅
周
辺
再
開
発
地
区
に
誘
導
案

　

内
板
を
設
置

　

市
内
の
主
要
施
設
や
駅
、
バ
ス
停
、
公

園
な
ど
の
案
内
板
を
再
開
発
地
区
内
に
設

置
し
ま
し
た
。
ま
た
、
視
覚
障
害
者
が
利

用
で
き
る
音
声
触
知
図
案
内
板
を
、
県
内

で
は
初
め
て
、
J
R
佐
世
保
駅
東
口
と
市

営
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
設
置
し
ま
し
た
。

●
飲
料
水
検
査
の
受
付
日
を
変
更

　

保
健
所
で
行
う
飲
料
水
検
査
は
、
水
質

基
準
の
見
直
し
に
よ
り
検
査
方
法
な
ど
が

変
更
さ
れ
た
た
め
、
4
月
か
ら
受
付
日
が

変
わ
り
ま
し
た　

受
付
日
＝
月
〜
木
曜
8

時　

分
〜　

時　

※
祝
日
な
ど
の
影
響
で

30

12

受
け
付
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
メ
ジ
ロ
、
ホ
オ
ジ
ロ
を
捕
獲
や
飼
養
す

　

る
と
き
は
手
続
き
を

　

メ
ジ
ロ
や
ホ
オ
ジ
ロ
は
、
ペ
ッ
ト
と
し

て
飼
う
場
合
、
1
世
帯
に
1
羽
だ
け
認
め

ら
れ
ま
す
が
、
捕
獲
や
飼
養
登
録
（
新
規
、

更
新
と
も
）
の
手
続
き
が
必
要
で
す　

期

間
＝
7
月
1
日
〜
来
年
2
月　

日　

受
け

28

付
け
＝
同
課　

手
数
料
＝
三
千
四
百
円　

●
建
設
工
事
な
ど
の
入
札
参
加
資
格
審
査

　

申
請
を
随
時
受
け
付
け
ま
す

　

対
象
＝
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
や
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
な
ど
の

競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
業
者　

※
2
月　

日
〜
3
月　

日
に
申
請
済
み
の

16

15

業
者
は
除
き
ま
す
が
、
工
種
の
追
加
が
あ

る
場
合
は
変
更
届
け
が
必
要
で
す　

受
付

期
間
＝
6
月
以
降
の
毎
月
第
2
月
〜
金
曜

8
時　

分
〜　

時
、　

時
〜　

時　

分

30

12

13

17

15

（
祝
日
を
除
く
）　

受
け
付
け
＝
同
課

●
業
務
を
委
託
（
平
成　

年
度
）

16

　
【
簡
易
水
道
料
金
の
徴
収
】白
仁
田
＝
松

下
栄
一
▽
黒
島
本
村
＝
桝
永
治
郎
▽
田
代

＝
太
田
明
▽
上
原
・
桑
木
場
＝
八
並
辰
雄

▽
赤
木
＝
吉
福
久
▽
上
木
場
＝
宮
崎
邦
彦

▽
東
下
岳
＝
神
田
美
光
▽
平
松
＝
久
野
光

則
▽
潜
木
・
戸
平
田
＝
井
元
政
信
▽
下
宇

戸
・
川
谷
＝
野
元
幸
二
▽
筒
井
・
西
下
岳

＝
藤
田
照
男
▽
弓
張
・
高
筈
＝
辻
賢
二　

【
え
ぼ
し
岳
高
原
リ
ゾ
ー
ト
ス
ポ
ー
ツ
の

里
の
管
理
運
営
と
使
用
料
徴
収
】（
財
）
佐

世
保
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
へ　

【
白
浜
キ
ャ
ン
プ
場
の
管
理
運
営
と
使
用

料
徴
収
】
白
浜
キ
ャ
ン
プ
場
運
営
委
員
会

へ　
【
体
育
文
化
館
、
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
、

温
水
プ
ー
ル
、
東
部
ス
ポ
ー
ツ
広
場
、
北

部
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
管
理
運
営

と
使
用
料
徴
収
】（
財
）
佐
世
保
市
体
育
振

興
会
へ　
【
体
育
文
化
館
駐
車
場
の
管
理

運
営
と
使
用
料
徴
収
】（
社
）
佐
世
保
市
自

治
振
興
会
へ　
【
市
自
動
車
臨
時
運
行
許

可
手
数
料
の
収
納
】（
社
）
佐
世
保
自
動
車

協
会
へ　
【
市
交
通
公
園
ゴ
ー
カ
ー
ト
の

使
用
料
収
納
】
佐
世
保
市
交
通
安
全
協
会

連
合
会
へ　
【
市
漁
民
総
合
セ
ン
タ
ー
の

管
理
と
使
用
料
徴
収
】
佐
世
保
市
漁
業
協

同
組
合
へ　
【
と
畜
場
の
管
理
運
営
。
と

畜
場
使
用
料
・
冷
蔵
庫
使
用
料
、
と
畜
検

査
手
数
料
の
徴
収
】
佐
世
保
食
肉
セ
ン

タ
ー
（
株
）
へ　
【
営
業
衛
生
手
数
料
の
収

納
】
佐
世
保
市
食
品
衛
生
協
会
へ　
【
サ

ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
佐
世
保
の
利
用
料

と
実
費
徴
収
】（
福
）む
す
び
会
へ　
【
市
老

人
・
身
体
障
害
者
憩
い
の
家
い
で
ゆ
荘
、
市

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
つ
く
も
荘
の
利
用
料

徴
収
】佐
世
保
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
へ

2004.6
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さ
ま
ざ
ま
な
人
権　

男
女
平
等　

男
女
平
等
の
理
念
は
憲
法
な
ど
で
平
等
の
原
則
が

確
立
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
実
に
は
男
女
の
役
割
を
固
定
的
に
と
ら
え
る
意
識
が
社
会
に

残
っ
て
い
て
、
職
場
や
家
庭
で
男
女
差
別
を
生
む
原
因
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
は
、

育
児
休
業
制
度
な
ど
が
さ
ら
に
充
実
す
る
こ
と
で
、
性
別
に
と
ら
わ
れ
ず
に
多
様
な
人
生

を
選
択
で
き
る
社
会
の
実
現
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

選挙ひと口メモ　期日前投票制度（その4）Q＆A

Q　期日前投票は、どこの市区町村でもできますか？
A　佐世保市の選挙人名簿に登録されている人は、佐
　世保市以外の市区町村では投票できません。選挙
　人名簿に登録されていないと、選挙権の有無を確
　認できないなどの事情によるものです。
Q　不在者投票記載場所との違いは？
A　期日前投票所は、選挙期日の投票所と同じく、そ
　の場所については事前に告示され、投票時には投
　票管理者と投票立会人が常駐します。
【お尋ね】　市選挙管理委員会事務局

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
保
健
所
内
・
試
験
検
査
課

　
■
市
環
境
保
全
課　
　
（
�
�
1
7
8
7
）

　
■
市
役
所
企
画
調
整
課

　
■
市
役
所
契
約
課

市営バスターミナルに設置している
誘導案内板

●
佐
世
保
空
襲
死
没
者
追
悼
式
と
写
真
展

　

昭
和　

年
6
月　

日
か
ら　

日
に
か
け

20

28

29

て
の
空
襲
で
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
ご

冥
福
を
お
祈
り
す
る
た
め
に
開
催
し
ま
す
。

【
追
悼
式
】6
月　

日
9
時　

分
＝
コ
ミ
ュ
ニ

29

58

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
5
階（
光
月
町
）

【
写
真
展
】
6
月　

〜　

日
（　

日
は
午
前

21

28

28

中
）
＝
市
役
所
・
1
階
▽
6
月　

日
＝
コ

29

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
1
階

●
平
成　

年
度
情
報
公
開
、
個
人
情
報
保

15

　

護
制
度
の
運
用
状
況

　

▼
情
報
公
開
請
求
件
数
8
6
5
件
（
公

開
7
9
0
件
、
部
分
公
開　

件
、
非
公
開

64

2
件
、
不
存
在
9
件
）
▼
市
役
所
行
政
資

料
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
の
利
用
件
数
1 , 

4
1

4
件
▼
個
人
情
報
の
保
管
な
ど
を
す
る
事

務
7
7
0
件
▼
開
示
な
ど
の
請
求
件
数　
16

件
（
開
示　

件
、
部
分
開
示
1
件
、
不
開

10

示
5
件
）、
不
服
申
し
立
て
1
件

●
女
性
の
悩
み
相
談
所

　

家
庭
内
の
問
題
、
職
場
で
の
性
的
差
別

な
ど
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す

と
き
＝
6
月　

日　

〜　

時　

と
こ
ろ
＝

22

10

15

ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O
2
階
・
ス
ピ
カ

第
一
研
修
室　

※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

●
N
P
O
な
ど
の
人
材
育
成
を
支
援

　

N
P
O
（
民
間
非
営
利
団
体
）
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
の
市
民
公
益
活
動
団

体
が
、
活
動
の
活
性
化
を
目
的
に
中
間
支

援
N
P
O
な
ど
が
実
施
す
る
専
門
研
修
な

ど
へ
メ
ン
バ
ー
を
派
遣
す
る
場
合
、
そ
の

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。　

※
条
件

な
ど
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
計
量
器
定
期
検
査
日
程
（
6
月
分
）

　

日
程　

①　

日
＝
柚
木
地
区
公
民
館

10

②　

日
＝
大
野
地
区
公
民
館　

③　

日
＝

11

15

中
里
皆
瀬
地
区
公
民
館　

④　

日
＝
中
里

17

下
公
民
館　

⑤　

日
＝
日
野
本
町
公
民
館

18

⑥　

日
＝
相
浦
支
所　

⑦　

日
＝
高
島
公

21

23

民
館　

⑧　

日
＝
黒
島
支
所　

⑨　

日
＝

25

30

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　

時
間　

①
〜
⑤

＝　

時　

分
〜　

時　

分
、
⑥
＝　

〜　

13

30

15

30

10

15

時　

⑦
＝　

〜　

時　

⑧
＝　

時　

分
〜

11

14

11

30

　

時　

⑨
＝
8
時　

分
〜　

時　

※
家
庭

14

30

17

用
計
量
器
の
検
査
は
無
料
で
す
。

●
国
民
年
金
の
届
け
出
は
お
早
め
に

　

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
な
ど
の
資
格
を
喪
失
し
た
人
や
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
配
偶
者
で
扶
養
さ
れ
な

く
な
っ
た
人
な
ど
は
、
国
民
年
金
の
届
け

出
が
必
要
で
す　

手
続
き
＝
市
役
所
戸
籍

住
民
課
、
各
支
所　

●
国
民
健
康
保
険
の
日
曜
相
談

　

と
き
＝
6
月　

日
9
〜　

時　

と
こ
ろ

27

16

＝
同
課　

※
保
険
税
の
納
付
、
国
保
の
資

格
、
医
療
費
な
ど
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。　

●
老
人
医
療
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

　

額
減
額
認
定
な
ど
の
更
新
手
続
き
を

　

老
人
医
療
と
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
な
ど
の
認
定
証
の

有
効
期
限
は
7
月　

日
ま
で
で
す
。
市
民

31

税
非
課
税
世
帯
で
、
引
き
続
き
認
定
を
受

け
る
人
は
更
新
が
必
要
で
す　

受
付
開
始

日
＝
6
月　

日　

持
参
す
る
物
＝
①
保
険

28

証　

②
認
定
証　

③
印
鑑　

④
老
人
保
健

法
医
療
受
給
者
証
ま
た
は
国
保
高
齢
受
給

者
証　

⑤
老
齢
福
祉
年
金
手
帳
（
④
⑤
は

持
っ
て
い
る
人
だ
け
）　

※
過
去
1
年
間

に　

日
を
超
え
て
入
院
し
た
人
は
、
入
院

90
日
数
を
確
認
で
き
る
領
収
書
な
ど
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。　
　

●
国
民
健
康
保
険
税
の
2
割
減
額
該
当
世

　

帯
は
申
請
書
の
提
出
を

　

世
帯
の
所
得
な
ど
に
よ
り
保
険
税
の

均
等
割
額
、
世
帯
割
額
を
2
割
減
額
。
該

当
世
帯
に
は
、
市
県
民
税
・
国
民
健
康
保

険
税
の
申
告
内
容
を
基
に
、
申
請
書
を
送

付
し
ま
す
。
世
帯
主
が
期
限
内
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書
を

　

6
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　

納
期
は
、
6
月
〜
来
年
3
月
の
毎
月

（　

期
）。
納
付
書
は
汚
し
た
り
、
折
り

10
曲
げ
た
り
し
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
6
月
は
市
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

　

第
1
期
分
の
納
付
月
で
す

　

納
め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
な
口
座
振
替

や
納
税
組
合
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●１４ 

　
■
市
役
所
地
域
振
興
課

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所
（
�
�
1
1

　

4
8
）、
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
市
民
税
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
役
所
総
務
部
総
務
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課
、
各
支
所

　
■
市
役
所
市
民
協
働
推
進
室

　
■
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
4
8
5
0
）

　
■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
2
5
9
2
）

　
■
市
役
所
市
民
税
課


